
第３章　好循環社会とくしま
第２節　水資源の保全

１　  水資源の現況  

　本県の公共用水域は、吉野川及び那賀川水系を
中心に、勝浦川などの中小河川並びに瀬戸内海、紀
伊水道及びこれらに接続する内湾等の海域からな
り、恵まれた水環境を形成し、また、水道、水産、農業
及び工業用水等に広く利用されています。

穴吹川

　本県の水道普及状況は、図３－２－１のとおり、昭
和５０年以降伸びが鈍化しており、最近ではわずか
な増加となり、平成２４年度現在、普及率９６．４％に
達しています。
　市町村別普及率は、図３－２－２のとおり、平坦部
の市町村は普及率が高くなっています。
　また、本県の水道施設（上水道、簡易水道、専用
水道）における平成２４年度の年間給水量は、１１２，
３３３千ｍ３となっています。また、一日平均給水量は、
３０７，７５９ｍ３であり、その内訳は、河川水１４７，２３３
ｍ３（４７．８％）、地下水１５２，３８１ｍ３（４９．５％）、その
他８，１４５ｍ３（２．７％）となっており、大部分を地下水
と河川からの表流水に依存しています。
　地下水と河川からの表流水については、水道水
のみならず、農業・工業用水としても活用されており、
本県の産業にとってなくてはならないものとなってい
ますが、本県では、降水量の多い時期が偏っている
上、地形が急峻であるなど、水利用について厳しい
条件を有していることから、たびたび渇水に見舞わ
れています。

（近年における徳島県渇水対策本部の設置実績）
○平成２３年度：Ｈ２３．４．１５～Ｈ２３．５．１４（３０日
間）
○平成２１年度：Ｈ２１．５．１５～Ｈ２１．８．１０（７４日間）
○平成２０年度：Ｈ２０．７．３１～Ｈ２０．１１．２５（１１８日
間）

○平成１９年度：Ｈ１９．４．１９～Ｈ１９．７．１７（９０日間）
○平成１７年度：Ｈ１７．５．２５～Ｈ１７．９．６（１０５日間）

　そのため工場・事業場等における工業用水の循
環利用や農業用水の効率的利用の促進など水資
源の有効利用に努めるとともに、森林の有する水資
源及び県土の保全機能の維持・増進を図ることが
重要になっています。
　公共用水域及び地下水については、毎年、測定計
画に基づいて水質測定を実施しています。河川及び
海域について、平成２５年度の測定結果では、生物
化学的酸素要求量（ＢＯＤ）又は化学的酸素要求量
（ＣＯＤ）における類型指定水域の全ての水域におい
て環境基準を達成しています。

　　　表３－２－１公共用水域の環境基準達成状況

区分
達成率（％）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

河川 １００ １００ １００ ９６ １００

海域 ９１ １００ １００ １００ １００

　また、地下水についても全ての地点及び項目につ
いて、環境基準を達成しており、全体的に良好な水
質を保持していると言えます。
　その一方、平成２５年度末の汚水処理施設の人口
普及率は、表３－２－４のとおり、全国平均の８８．９％
に対して、本県は５４．１％となっています。なお、市町
村別の普及状況は、表３－２－５のとおり佐那河内村
が９２．３％と最も整備が進んでおり、次いで徳島市７
０．９％、松茂町６９．７％の順になっています。
　小河川等の一部においては、周辺地域の都市化
の進展に伴う未処理の生活排水及び未規制事業場
等の排水の影響による汚泥の堆積や水質汚濁がみ
られており、その対策が必要となっています。
　なお、海域における赤潮については、県下沿岸に
おいて継続的に発生がみられていますが、その発生
件数は平成元年以降低い水準にあります。
　県下沿岸における平成２５年度の赤潮の発生件
数は、表３－３－３のとおり４件、発生海域別では紀伊
水道海域で３件、播磨灘海域で１件でした。
　漁業被害として、３月上旬から４月上旬に発生し
た珪藻赤潮により、養殖ワカメやノリに色落ち被害が
発生しました。
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表３－２－２　平成２５年度の赤潮発生状況

発生期間 日数 発生海域 赤潮構成種名 漁業被害
最高細胞数（
ｃｅｌｌｓ／ｍＬ）

３／６～４／２ ２８ 鳴門市里浦町～阿南市中林町 ユーカンピア 有 ５１４　　

６／１３～６／１６ ４ 鳴門市北灘町沿岸 ノクチルカ 無 －　　

８／２～８／５ ４ 椿泊湾 ミリオネクタ 無 　９，０００ 

８／２１～９／９ ２０ 鳴門市大毛島東岸～美波町日和佐港 ゴニオラクス 無 ７０，０００ 

表３－３－３　赤潮の発生件数及び被害件数の推移

年　次 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

発生件数 １４ ３ ７ ３ １０ ５ ４ ２ ２ ２ ４

被害件数 １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １
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図３－２－１　給水人口及び普及率推移曲線
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図３－２－２　市町村別水道普及率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県平均　  ９６．４％  
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表３－２－４　平成２５年度末　汚水処理人口普及状況

処理施設名    
全　　　国 徳　島　県

備　　考
普及人口 普及率 普及人口 普及率

下 水 道 ９，７１４万人 ７７．０％ １３．１万人 １６．８％

農業集落排水施設等 ３５６万人 ２．８％ ２．１万人 ２．８％ 漁集･林集含む

合併処理浄化槽 １，１２１万人 ８．９％ ２６．１万人 ３３．５％

コミュニティプラント ２５万人 ０．２％ ０．８万人 １．０％

計 １１，２１６万人 ８８．９％ ４２．２万人 ５４．１％

総　人　口 １２，６１９万人 ７７．９万人

（注）総人口、整備人口及び整備率は四捨五入を行ったため、合計が合わないことがある。

表３－２－５　平成２５年度末 市町村別 汚水処理人口普及状況

市町村名
住民基本
台帳人口
（人）

汚水処理施設 下　　水　　道 農業集落排水等 合併処理浄化槽 コミュニティプラント
処理人口
（人）

普及率
（％）

処理人口
（人）

普及率
（％）

処理人口
（人）

普及率
（％）

処理人口
（人）

普及率
（％）

処理人口
（人）

普及率
（％）

１ 徳 島 市 ２５６，９４９ １８２，１３４ ７０．９ ７９，１３５ ３０．８ １０２，９９９ ４０．１
２ 鳴 門 市 ６０，９８３ ２３，５６５ ３８．６ ４，４８４ ７．４ １８，６１０ ３０．５ ４７１ ０．８
３ 小松島市 ４０，３３３ １１，９４４ ２９．６ １１，９４４ ２９．６
４ 阿 南 市 ７６，４０７ ２９，７１９ ３８．９ ２，１４４ ２．８ ２，７２１ ３．６ １９，７９１ ２５．９ ５，０６３ ６．６
５ 吉野川市 ４３，７５３ ２７，３５５ ６２．５ ２０，９７４ ４７．９ ２，３５９ ５．４ ４，０２２ ９．２
６ 阿 波 市 ４０，０５６ １９，０９６ ４７．７ ２，３７８ ５．９ １６，７１８ ４１．７
７ 美 馬 市 ３１，６２６ １５，１７３ ４８．０ ２，７０８ ８．６ ２，７００ ８．５ ９，７６５ ３０．９
８ 三 好 市 ２９，３６４ １３，３９６ ４５．６ ５７１ １．９ １２，８２５ ４３．７
９ 勝 浦 町 ５，６８９ ２，５８８ ４５．５ ７０５ １２．４ １，８２２ ３２．０ ６１ １．１
１０ 上 勝 町 １，７７４ ５８３ ３２．９ ５８３ ３２．９

１１ 佐那河内村 ２，６１５ ２，４１３ ９２．３ ２，１１５ ８０．９ ２９８ １１．４

１２ 石 井 町 ２６，５６１ １２，３０４ ４６．３ １２，３０４ ４６．３
１３ 神 山 町 ６，０８８ ２，４１３ ３５．２ ２，１４６ ３５．２
１４ 那 賀 町 ９，５１７ ６，５１５ ６８．５ ３，２９０ ３４．６ ３，２２５ ３３．９
１５ 牟 岐 町 ４，６５１ ２，２３６ ４８．１ ２，２３６ ４８．１
１６ 美 波 町 ７，５３２ ２，５８３ ３４．３ １，１６５ １５．５ ２２９ ４．０ １，１１９ １４．９
１７ 海 陽 町 １０，４１１ ６，４０６ ６１．５ ２，８８８ ２７．７ １，０４１ １０．０ ２，４７７ ２３．８
１８ 松 茂 町 １５，４６０ １０，７６９ ６９．７ ４，５１３ ２９．２ １，６６１ １０．７ ３，９２２ ２５．４ ６７３ ４．４
１９ 北 島 町 ２２，５７７ １１，０２０ ４８．８ １，６４０ ７．３ ７，９４６ ３５．２ １，４３４ ６．４
２０ 藍 住 町 ３４，５０１ １７，１９６ ４９．８ ２，８８５ ８．４ １４，３１１ ４１．５
２１ 板 野 町 １３，９６４ ５，６７０ ４０．６ ３，６７２ ２６．３ １，９９８ １４．３
２２ 上 板 町 １２，６６３ ６，３７８ ５０．４ １，１１５ ８．８ ５，２６３ ４１．６
２３ つるぎ町 １０，２６４ ４，６８６ ４５．７ ２，３２３ ２２．６ ５２６ ５．１ １，８３７ １７．９
２４ 東みよし町 １５，２７１ ５，７２３ ３７．５ ２，５４４ １６．７ ３，１７９ ２０．８
徳島県　計 ７７９，００９ ４２１，５９８ ５４．１ １３１，０７５ １６．８ ２１，４８１ ２．８ ２６１，３４０ ３３．５ ７，７０２ １．０
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２  　本県の取組み  

（１）水資源の確保
①安定した水供給の確保
　近年、特に渇水の影響が深刻な那賀川水系にお
いて安定した水供給を図るため、平成１９年度から国
土交通省の直轄として、長安口ダムにおける治水機
能等を強化する「長安口ダム改造事業」を事業化し
ているほか、同ダムの堆砂対策に係る関連調査及び
上下流の交流・連係の促進等を行う「那賀川再生
関連対策事業」を国土交通省と連係して実施してい
ます。

②合理的な水利用の促進
　環境創造基金の運用益金を財源として「水資源
有効利活用対策事業」を実施し、水資源の有限性
等についての意識の浸透や水辺空間の保全につな
がる啓発活動を行っています。

③良好な水資源の創造と保全
　「徳島県豊かな森林を守る条例」に基づき、森林
が持つ水源かん養機能の維持・向上を図るため、水
源かん養保安林の拡大を図るほか、水源林の適切
な保全・管理を推進する治山事業を実施しています。
表３－２－６
水源かん養機能の保全のための保安林　（単位ｈａ）

事業名
平成２４年度までの
実績

平成２５年度 保安林の
現況

種別 面積 指定 解除

保安林等
整備管理
事業

水源か
ん養 ９７，４３２ ２９３ ▲１ ９７，７２４

干害防 ２２２ ８ ２３０

　　計 ９７，６５４ ３０１ ▲１ ９７，９５４

表３－２－７　
水源かん養機能の保全のための治山事業　　

　　　　事　業　名
　　　平成２５年度

　箇所 面積（ｈａ）

復旧治山事業 　　１ 　３．３

予防治山事業 　　１ 　５．４

保安林改良事業 　 ２５ 　３５４．８

保育事業 　　３ 　１１．４

水源森林再生対策事業 　　１ 　１８．４

奥地保安林保全緊急対策
事業 　　６ 　１４０．４

　　　　　　計 ３７ 　５３３．７

（２）上水道普及対策
①水道整備基本構想
　厚生労働省の指導により、各都道府県は１０～２０
年後の長期的視野に立って水道の整備に関する基
本的な構想を策定することとなっています。
　徳島県においても、平成１３年度にこの構想を改
定しました。
　これは、現状の地勢、人口、水資源、水道普及状
況等を整理し、将来の発展を考慮しながら、水資源
開発、水道水源の安定確保対策、水道整備計画な
どについて基本的な考え方を示すものとなっており
ます。

②補助事業による水道施設の整備
　簡易水道等の新設、拡張、改良及び統合整備を
行う事業について国庫補助を行う簡易水道等施設
整備費国庫補助事業については、平成２５年度にお
いて、４市町が実施しております。
　また、上水道等の水道水源開発施設等を整備す
る場合又は水道管路近代化推進事業等を行う場合
について国庫補助を行う水道水源開発等施設整備
費国庫補助事業については、平成２５年度において、
３市町が実施しております。

③上水道水質検査体制
　水道法第４条に基づく水質基準では、全国的にみ
れば検出率が低い項目であっても、地域、水源の種
別、浄水方法により、人の健康の保護などの支障を
生じるおそれのあるものについては、すべての水質
基準項目と設定され、一方で、検査義務項目は基本
的な項目に限られ、その他の項目については、原水
や浄水の水質の状況に応じて省略したり、回数を減
らしたりすることができるようになっています。
　一方で、検査項目の省略や検査回数を減らすこと
の判断が適正に行われるように、また判断の透明性
を確保するために、水道事業者は、毎事業年度の開
始前に「水質検査計画」を策定し、水道の需要者に
情報提供することが義務付けられています。
　また、体系的・組織的な監視によりその検出状況
を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として
「水質管理目標設定項目」（２６項目）が設定され、
水道事業者は水源域の状況に応じて、この項目の
水質検査の実施に努め、水道水の安全性の確保に
万全を期すことになります。
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（３）水環境保全の総合的推進
①公共用水域の水質の測定に関する計画
　水質汚濁防止法第１６条の規定に基づき、毎年本
県の公共用水域の水質の測定に関する計画を、国
土交通省及び関係市町と協議し、環境審議会の答
申を得て作成しています。平成２５年度に策定した平
成２６年度の測定計画の概要は、次のとおりです。

表　３－２－８　平成２６年度測定計画の概要

区　　　分
水質 底質

河川 海域 計 河川 海域 計
河川・海域数
（類型指定
水域数）

３８
（２６）

９
（１１）

４７
（３７） ６ ２ ８

測定地点数
（環境基準
点数）

７７
（２６）

３１
（２５）

１０８
（５１） ９ ２ １１

②瀬戸内海環境保全県計画
　「瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画
（以下「県計画」という。）」は、水質汚濁の防止及び
自然景観の保全を目標として昭和５６年７月に策定
し、昭和６２年１２月、平成４年６月及び平成９年９月
に変更しました。
　その後、平成１２年１２月に国の瀬戸内海環境保全
基本計画が変更されたことを受けて、平成１４年７月
及び平成２０年６月に県計画を変更しました。
　この変更は、従来の規制を中心とする保全型施策
の充実に加え、失われた良好な環境を回復させる施
策の展開及び国・地方公共団体、住民、事業者等の
幅広い連携と参加を推進していくことを定めたもの
で、県としても、この方針に沿って、次のような諸施策
を推進しています。

（ア）水質の保全
　「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有
量に係る総量削減計画」に基づく施策を推進すると
ともに、市町村とも協力して生活排水による汚濁負
荷量の削減対策を実施しています。また、有害化学
物質等の規制及びＰＲＴＲ法に基づいての実態把握
や監視なども実施しています。

（イ）自然景観の保全
　瀬戸内海特有の優れた自然景観が失われないよ
うに、自然公園の適切な管理に努めることや林地、
緑地の確保、河川及び海岸の清掃事業の促進に努
めています。
　また河川等環境浄化事業として河川等のごみ除

去を民間の協力を得て実施しています。

（ウ）思想の普及及び意識の高揚
　県民に対し、瀬戸内海の環境保全の推進につい
て一層の理解と協力を求めるとともに意識の高揚を
図るため、瀬戸内海環境保全月間、環境美化運動
推進事業等の広報活動を実施しています。

③瀬戸内海環境保全知事・市長会議
　この会議は、広域的な相互協力によって瀬戸内海
の環境保全を図ることを目的に昭和４６年に設立さ
れ、瀬戸内海関係１３府県知事及び２２市長により構
成されています。平成２５年度は、９月に香川県高松
市において、瀬戸内海環境保全特別措置法制定４０
周年記念式典を開催しました。
　また、７月に国等に対して瀬戸内海の環境保全に
関する提案活動を行いました。

④公益社団法人瀬戸内海環境保全協会
　この協会は、瀬戸内海環境保全に関する普及啓
発活動及び調査研究等の推進を目的として昭和５１
年に設立され、瀬戸内海関係１３府県、２２市、漁業
協同組合連合会及び衛生組織連合会等により構成
されています。
　平成２５年度は、瀬戸内海環境保全月間（６月１日
～３０日）等において工場・事業場への立入調査及
び自主点検の推進を図るとともに、椿泊小学校（阿
南市）において海辺の教室を開催しました。

⑤海岸環境保全対策の推進
　海岸における良好な景観及び環境を保全するた
め、県内の重点区域海岸の海岸漂着物の回収・処
理事業を実施するとともに、海岸及び河川において
清掃活動と組み合わせた普及啓発活動の実施や啓
発用看板の設置など発生抑制事業に取り組みまし
た。（とくしま海岸漂着物地域対策推進事業）

不法投棄防止啓発用看板
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（４）生活排水対策の推進
①生活排水対策重点地域の指定
　生活排水の汚濁負荷が相対的に高く、水質の保
全を図ることが特に重要な地域について、県は水質
汚濁防止法に基づき、生活排水対策重点地域を指
定しています。指定を受けた市町村は生活排水対策
推進計画を策定し、総合的に生活排水対策に取り
組みます。平成２５年度末現在、３市３町（徳島市、鳴
門市、阿南市、藍住町、北島町、松茂町）を指定して
います。

②生活排水対策実践活動・普及啓発活動等の実施
　生活系の負荷量をより一層削減するためには、県
市町村・県民が一体となって効率的に各種生活排
水対策を実施していくことが重要であることから、徳
島県生活排水対策推進要綱（平成１０年４月１日施
行）を制定するとともに、県と市町村の生活排水対
策担当職員で構成する生活排水対策推進協議会を
設置し、各種活動を実施しています。

表３－２－９
平成２５年度の生活排水対策実践活動実施状況

市町村 啓発人数等 活　動　内　容

徳島市 １１０人
水質検査やエコかるた等
の講話・体験
生活排水等に関する講
話・意見交換

鳴門市 市内全戸
生活排水や下水道、合併
処理浄化槽に関するパン
フレットを配布

阿南市 １４５戸 ＤＶＤ研修、アンケート調査

三好市 １０人 水に関する講義、実習

上板町 ３６人 ＤＶＤ研修

　また、家庭からの生活排水が河川の水質に及ぼ
す影響について講義や実習を通して学び、生活排水
を身近な環境問題として意識づけることを目的とし
て、小・中学生等を対象に「みんなで水質汚濁を考
える教室」を実施しています。

表３－２－１０
平成２５年度のみんなで水質汚濁を考える教室実施
状況

対 象    内　容

鳴 門 市
第 一
小 学 校

４年生
７０人

川の役割や水辺環境につ
いての講義
川の水や模擬生活排水の
水質検査実習

③汚水処理施設の普及啓発活動の実施
　下水道及び合併処理浄化槽の普及や適正な維
持のための普及啓発活動として、街頭キャンペーン
や小学校への出前講座の開催、また、県内各地で汚
水処理パネル展等を実施しています。

表３－２－１１
平成２５年度の汚水処理施設の普及啓発活動状況

啓発項目   　　　活　動　内　容

街頭キャンペ
ーン　          

「下水道の日」や「浄化槽の日」
に徳島駅前や量販店などでチラ
シ、啓発グッズ等を配布（７箇所）

出前講座「汚
水はどこへ」 

小学生等を対象にした副読本を
作成し、汚水処理のしくみや役割
等についての講座を開催（２９回）

汚水処理パネ
ル展　　　　

県下各地で、汚水処理の「意義」
や「大切さ」を啓発するパネル展
の実施（２２箇所）

コンクール　
小・中学生を対象に、「浄化槽ポ
スターコンクール」及び「下水道
標語コンクール」の実施

④下水道整備の推進
　下水道は生活環境の改善や公共用水域の水質
保全の役割をもつ基幹的な都市施設です。
　本県における下水道事業実施市町は、表３－２－１
２のとおり公共下水道事業※に徳島市、鳴門市、小
松島市、阿南市、吉野川市、美波町、松茂町、北島町
及び藍住町の５市４町、特定環境保全公共下水道
事業※に徳島市、吉野川市、美馬市、海陽町、板野町、
つるぎ町、東みよし町の３市４町が取り組んでいます。
　また、県は旧吉野川流域下水道事業※の終末処
理場（アクアきらら月見ヶ丘）と幹線管渠の整備と維
持管理を行っています。
これらのうち平成２５年度までに供用を開始してい   

る終末処理場は、供用した順に、徳島市中央浄化セ
ンター、吉野川市中央浄化センター、徳島市北部浄
化センター、海陽町浅川浄化センター、美馬市穴吹
浄化センター、東みよし町三好浄化センター、美波
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町日和佐浄化センター、吉野川市川田浄化センター、
吉野川市川島浄化センター、海陽町海部浄化セン
ター、徳島県アクアきらら月見ヶ丘、海陽町宍喰浄化
センター、つるぎ町貞光浄化センター、阿南市富岡
浄化センター、徳島市丈六団地汚水処理場、徳島市
しらさぎ台団地汚水処理場、徳島市竜王団地汚水
処理場の１７箇所です。
　平成２５年度末の下水道人口普及率は、表３－２
－５のとおり、徳島市３０．８％、鳴門市７．４％、阿南

市２．８％、吉野川市４７．９％、美馬市８．６％、美波町
１５．５％、海陽町２７．７％、松茂町２９．２％、北島町７．
３％、藍住町８．４％、板野町２６．３％、つるぎ町２２．
６％、東みよし町１６．７％であり、全国平均の７７．０％
に対して、本県は、１６．８％となっています。
※各下水道の対象地域は、公共下水道が主として
市街地、特定環境保全公共下水道が市街化区域以
外の地域、流域下水道が２市町村以上にまたがる
区域です。

表３－２－１２　下水道事業の実施状況
①　公共下水道

事業主体 処理区名
事業
着手
年度

供用
開始
年度

計画処理
区　　域
（ｈａ）

計画処理
人　　口
（人）

処　　理　　場　　計　　画

処　理　方　式 日最大汚水
量（ｍ３／日）

流入水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

放流水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

徳 島 市

中 央 Ｓ２３ Ｓ３７ ９９３ ６０，０００ 回転生物接触 ５９，９００ ２００ １５以下

北 部 Ｓ２３ Ｈ１０ １，８０３ ９４，０００
標準活性汚泥　＋
ステップ流入式２段硝化
脱窒

６４，７００ ２００ １５以下

鳴 門 市 旧吉野川 Ｈ１３ Ｈ２０ １，６６４ ５９，８００ ③流域下水道参照 － － －
小松島市 小 松 島 Ｈ１４ － ７２０ ２９，１００ オキシデーションディッチ １８，４７０ ２００ １５以下
阿 南 市 打 樋 川 Ｈ１１ Ｈ２２ ６７６ ２３，４００ オキシデーションディッチ １５，５６１ ２００ １５以下
吉野川市 中 央 Ｓ５１ Ｈ４ ９９３ ２３，０００ オキシデーションディッチ １３，８００ ２００ １５以下
美 波 町 日 和 佐 Ｈ１１ Ｈ１６ ９５ ３，４００ 嫌気好気ろ床 ２，３７０ １８０ １５以下
松 茂 町 旧吉野川 Ｈ１３ Ｈ２０ ４１２ １２，８００ ③流域下水道参照 － － －
北 島 町 旧吉野川 Ｈ１３ Ｈ２０ ６０７ ２３，７００ ③流域下水道参照 － － －
藍 住 町 旧吉野川 Ｈ１３ Ｈ２０ ９９０ ３４，０００ ③流域下水道参照 － － －

②　特定環境保全公共下水道

事業主体 処理
区名

事業
着手
年度

供用
開始
年度

計画処理
区　　域
（ｈａ）

計画処理
人　　口
（人）

処　　理　　場　　計　　画
処　理　方 

式
日最大汚水量
（ｍ３／日）

流入水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

放流水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

徳 島 市

丈 六 Ｈ２４※ Ｈ２４ １９ １，８００ 長時間エアレ
ーション ４５０ ２５７ １５以下

し ら さ
ぎ台 Ｈ２４※ Ｈ２４ ５６ ３，０００ 長時間エアレ

ーション ８５５ ２２３ １５以下

竜 王 Ｈ２４※ Ｈ２４ ２０ １，８００ 長時間エアレ
ーション ６０３ １８９ １５以下

吉野川市
川 島 Ｈ１２ Ｈ１８ ２２９ ６，２００ 長時間エアレ

ーション ３，７００ １８２ １５以下

川 田 Ｈ１０ Ｈ１６ ２７７ ６，２００ 長時間エアレ
ーション ３，６９０ １７０ １５以下

美 馬 市 穴 吹 Ｈ　９ Ｈ１５ １７８ ６，４００ オキシデーショ
ンディッチ ３，５００ １８０ １５以下

海 陽 町

浅 川 Ｈ　７ Ｈ１２ ５０ １，５００ オキシデーショ
ンディッチ ８６３ １８０ １５以下

海 部 Ｈ　６ Ｈ１９ ３４ １，６００ 土壌被覆型礫
間接触酸化法 ８５０ １８０ １５以下

宍 喰 Ｈ１６ Ｈ２０ ６４ ２，４００ オキシデーショ
ンディッチ １，５７０ １６０ １５以下

板 野 町 旧 吉
野 川 Ｈ１４ Ｈ２０ ３３４ １２，２００ ③流域下水道

参照 － － －

つるぎ町 貞 光 Ｈ１２ Ｈ２０ ８９ ２，２００ 嫌気好気ろ床 １，４００ １８０ １５以下

東みよし
町

三 好 Ｈ１０ Ｈ１５ １９５ ４，３００ オキシデーショ
ンディッチ ２，６９０ １８０ １５以下

三 加
茂 Ｈ１２ － ２４５ ９，８００ オキシデーショ

ンディッチ ５，１００ ２００ １５以下

※徳島市の３処理区については、民間等が設置し市において管理していた施設を、下水道施設として位置づけた年度
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③　流域下水道

事業主体 処理区名
事業
着手
年度

供用
開始
年度

計画処理
区　　域
（ｈａ）

計画処理
人　　口
（人）

処　　理　　場　　計　　画
処　理 
方　式

日最大汚水量
（ｍ３／日）

流入水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

放流水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

徳 島 県 旧吉野川 Ｈ１２ Ｈ２０ ４，５２４ １７３，２００ 嫌気無酸
素好気法 ９４，０００ １９０ １５以下

関連市町：徳島市、鳴門市、松茂町、北島町、藍住町、板野町

⑤農業・林業・漁業集落排水事業の促進
　農業集落排水施設は、農業用排水の水質保全、
農業用排水施設の機能維持、農村生活環境の改善
を図り併せて、公共用水域の水質保全に寄与するた
め、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水・
汚泥及び雨水を処理する施設です。
　林業集落排水施設は、立ち遅れた山村の生活環
境の改善を図るとともに、山村及びその周辺水域の
水質保全を図ることにより、林業の振興に資すること
を目的としています。
　また、漁業集落排水施設も、立ち遅れた漁村の生
活環境の改善を図るとともに、漁港及びその周辺水
域の水質保全を図ることにより、漁業の振興に資す
ることを目的としています。
　本県における集落排水事業実施市町村（地区）
は、表３－２－１３のとおり農業集落排水事業を阿南
市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、佐
那河内村、那賀町、海陽町、松茂町、上板町及びつ
るぎ町の１２市町村３６地区、林業集落排水事業を三
好市及び那賀町の２市町３地区、漁業集落排水事
業を美波町及び海陽町の２町３地区、合計１３市町
村４２地区において実施、供用をしており、各集落排
水施設を合計した普及率は、全国平均の２．８％に
対し、本県も２．８％となっています。平成２６年度に
は、阿南市・三好市・勝浦町・つるぎ町の４地区にお
いて事業が行われています。
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表３－２－１３　農業・林業・漁業集落排水事業の実施状況
①　農業集落排水施設

市町村名 処理区名
事業
着手
年度

供用
開始
年度

対象
戸数
（戸）

計画処理
人　　口
（人）

処　理　場　計　画

処　理　方　式 日最大汚水量
（ｍ３／日）

流入水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

放流水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

阿 南 市
岩脇（ １期 ） Ｓ５３ Ｓ６１ ２８０ ９９５ 回転板 ３２９ ２００ ２０

岩脇（２期） Ｈ　６ Ｈ　７ ３５１ ２，３１０ 回分式活性汚泥 ８２５ ２００ ２０
羽 ノ 浦 西 Ｈ１３ Ｈ１５ １９６ ９９０ 回分式活性汚泥 ３２７ ２００ ２０

吉 野 川 市

神 後 Ｈ　８ Ｈ１３ ３９０ ２，２３６ 連続流入間欠ばっ気 ４０６ ２００ ２０

山 崎 南 Ｈ　５ Ｈ　８ ２３７ ８４９ 流量調節・嫌気性ろ床・
接触ばっ気 ２８１ ２００ ２０

川 田 北 Ｈ　６ Ｈ１４ ３０４ １，３５６ 連続流入間欠ばっ気 ４４９ ２００ ２０

阿 波 市
一 条 西 Ｈ　４ Ｈ　９ ４５７ １，９１０ 回分式活性汚泥 ６３０ ２００ ２０
柿 原 東 Ｈ　７ Ｈ１１ ３０３ １，２２０ 回分式活性汚泥 ４０３ ２００ ２０

美 馬 市

井 口 東 Ｈ　６ Ｈ１０ １４０ ５２１ 回分式活性汚泥 １７５ ２００ ２０
別 所 浜 Ｈ　８ Ｈ１６ ２３５ ７３９ 回分式活性汚泥 ２４４ ２００ ２０

喜 来 Ｈ１６ Ｈ２０
－ ５９４ ２，４８６ 回分式活性汚泥（脱窒脱リンＣＯＤ除去型） ７２０ ２００ ２０

知 野 Ｈ　７ Ｈ１０ ５５ １７０ 連続流入間欠ばっ気 ５９ ２００ ２０
宮 内 Ｈ１２ Ｈ１５ １１７ ４１９ 膜分離活性汚泥方式 １３９ ２００ ２０

三 好 市 西 州 津 Ｈ　６ Ｈ１２ １２０ ８３０ 回分式活性汚泥 ２９７ ２００ ２０

勝 浦 町 横 瀬 Ｈ　４ Ｈ　７ ２４６ １，０００ 回分式活性汚泥 ３００ ２００ ２０

佐那河内村

中 辺 Ｈ　５ Ｈ　７ １０５ ６４４ 連続流入間欠ばっ気 １７２ ２００ ２０
仁 井 田 Ｈ　６ Ｈ　８ ８２ ３３５ 連続流入間欠ばっ気 １０６ ２００ ２０
嵯 峨 Ｈ　７ Ｈ１２ １６８ ７４４ 連続流入間欠ばっ気 ２４８ ２００ ２０
宮 前 Ｈ　９ Ｈ１４ ２１５ ７７８ 連続流入間欠ばっ気 ２５７ ２００ ２０
高 樋 Ｈ１１ Ｈ１６ １５８ ５８４ 連続流入間欠ばっ気 １９５ ２００ ２０

那 賀 町

和 喰 Ｓ６０ Ｓ６３ ２４７ ９６０ 流量調節・嫌気性ろ床・
接触ばっ気 ３１７ ２００ ２０

仁 宇 Ｈ　２ Ｈ　５ ３１６ １，１２０ 回分式活性汚泥 ３７６ ２００ ２０

小 仁 宇 Ｈ　５ Ｈ　８ １４５ ８１７ 流量調節・嫌気性ろ床・
接触ばっ気 １９１ ２００ ２０

八 幡 原 Ｈ　９ Ｈ１１ １０１ ３２５ 流量調節・嫌気性ろ床・
接触ばっ気 １０９ ２００ ２０

延 野 Ｈ　７ Ｈ１１ ２５１ １，０５５ 回分式活性汚泥 ３０７ ２００ ２０
西納野・下原 Ｈ１０ Ｈ１４ １００ ８７４ 連続流入間欠ばっ気 ２９０ ２００ ２０
川 切 Ｈ１８ Ｈ２１ ８６ １９８ 膜分離活性汚泥方式 ６０ ２００ ２０

海 陽 町

神 野 Ｈ　７ Ｈ１１ ６５ １９９ 連続流入間欠ばっ気 ６６ ２００ ２０
大 井 Ｈ　６ Ｈ　８ ４４ １４０ 連続流入間欠ばっ気 ４６ ２００ ２０
川 西 Ｈ　７ Ｈ１２ ２３１ ６６６ 連続流入間欠ばっ気 ２２１ ２００ ２０

日 比 原 Ｈ　４ Ｈ　８ ７４ ２６０ 流量調節・嫌気性ろ床・
接触ばっ気 ８６ ２００ ２０

松 茂 町
長 岸 Ｈ　５ Ｈ　７ ５７ ２３６ 分離接触ばっ気方式 ７６ ２００ ２０
中 喜 来 Ｈ　６ Ｈ１０ ２２２ １，２５４ 回分式活性汚泥 ４９５ ２００ ２０
北 川 向 Ｈ　８ Ｈ１３ ２１１ ７４７ 連続流入間欠ばっ気 １８２ ２００ ２０

上 板 町 七 条 Ｈ　７ Ｈ１２ ３２９ １，８２８ 回分式活性汚泥 ５３８ ２００ ２０

つ る ぎ 町 太 田 Ｈ１２ Ｈ１６ ２０６ ８１７ 連続流入間欠ばっ気 ３１０ ２００ ２０
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②　林業集落排水施設

市町村名 処理区名
事業
着手
年度

供用
開始
年度

対象
戸数
（戸）

計画処
理人口
（人）

処　理　場　計　画

処理方式 日最大汚水量
（ｍ３／日）

流入水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

放流水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

那 賀 町
大 久 保 Ｈ１１

Ｈ１５
２５ ９０

接触ばっ気 ８５．８ ２００ ２０
川 口 Ｈ１３ ３４ １７０

三 好 市 菅 生 Ｈ１３ Ｈ１５ － ３４０ 接触ばっ気 ６５ ２００ ２０

③　漁業集落排水施設

市町村名 処理区名
事業
着手
年度

供用
開始
年度

対象
戸数
（戸）

計画処
理人口
（人）

処　理　場　計　画

処理方式 日最大汚水量
（ｍ３／日）

流入水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

放流水質
（ＢＯＤ：ｍｇ／Ｌ）

美 波 町
伊 座 利 Ｈ８ Ｈ１３ ３５ ２６０ 接触ばっ気 ６９ ２００ ２０
志 和 岐 Ｈ１７ Ｈ２２ １１１ ３５０ 接触ばっ気 １１６ １８０ ２０

海 陽 町 竹 ヶ 島 Ｈ７ Ｈ１３ ６２ ３４０ 回分式活性汚泥 ９７ ２００ １０

⑥合併処理浄化槽設置の促進
　合併処理浄化槽は、家庭から出される生活雑排
水と水洗トイレ汚水を家庭内で適正に処理し、きれ
いな水をその場で自然の水循環に戻すことのできる
施設で、放流水のＢＯＤが２０ｍｇ／Ｌ以下の機能を
有しており、汚濁を９０％以上除去できるものです。
　合併処理浄化槽の設置については、県内全市町
村で浄化槽整備事業（浄化槽設置整備事業及び浄
化槽市町村整備推進事業）に取り組んでおり、平成
２５年度までにこの制度を利用して、表３－２－１４の
とおり４２，５８６基が設置されており、平成２５年度末
の合併処理浄化槽の普及率は全国平均８．９％に
対し、本県は３３．５％となり、全国第１位となっていま
す。
　平成２６年度においても全市町村で事業が実施さ
れ、約１，９００基の設置を予定しています。
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表３－２－１４　浄化槽整備事業の実施状況
①　浄化槽設置整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：基）

市町村名 Ｈ１５以前 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 計

徳島市 ４，０１２ ８１３ ８２２ ７８２ ６８７ ７７１ ６１８ ６８５ ６７８ ６８２ ６９３ １１，２４３

鳴門市 １，１８１ １５０ １２６ １５０ １８４ １７２ １４９ １９４ ８７ ２３ ２３ ２，４３９

小松島市 ９０７ １６１ １５７ １６０ １６０ １２９ １３４ １３７ １２７ ３５ ３９ ２，１４６

阿南市 １，２５７ ３１１ ３０３ ３１２ ３０７ ３１１ ２３６ ２５９ ２０５ ２４６ ２３６ ３，９８３

吉野川市 ５９５ １０５ ９７ ６２ ７７ ５０ ４３ ４３ ４１ ４０ ６２ １，２１５

阿波市 １，５９１ ２１５ １９１ １７２ １５６ ９６ ９７ １０５ ８０ １１０ １３４ ２，９４７

美馬市 ８８７ １３４ １０４ １１２ ９５ ６２ ６９ ８１ ９４ ６４ ８６ １，７８８

三好市 １，３０３ １４１ ９４ ８３ ９６ ８２ ６５ １２２ ７２ ６８ ７１ ２，１９７

勝浦町 ２３６ ２２ ２０ １９ １７ ２２ １８ １４ ２４ １４ ７ ４１３

上勝町 ８６ ９ １０ ９ ５ ３ ６ ７ ４ ５ ３ １４７

佐那河内村 ２０６ ２ ３ ０ １ ３ １ ２ ０ ０ ０ ２１８

石井町 ８２０ １４９ １３０ １３８ １３１ １１７ ９６ ８８ ４７ ３８ ３９ １，７９３

神山町 ４５５ ３８ ３１ １５ ２０ １６ ２４ １１ １５ １１ １３ ６４９

那賀町 ６８１ ７３ ５０ ４７ ４０ ３０ ２５ ３０ ２７ １３ １５ １，０３１

牟岐町 ２１５ ２３ ３２ ３５ ３３ ３４ ３２ ３０ １７ １９ １１ ４８１

美波町 ２３２ ２３ ２７ ２５ ３５ ２９ １８ １８ １６ １７ ２３ ４６３

海陽町 ５９５ ７７ ３４ ３５ １８ ２４ ２４ １６ ２７ １７ １７ ８８４

松茂町 ５７３ ４１ ４２ ２４ ３６ ３２ ３５ ３９ ３５ ５９ ４７ ９６３

北島町 ５５５ １０６ １１５ １２５ １４９ ９８ ９４ １０５ ７７ ８０ ７４ １，５７８

藍住町 ８７７ １９８ １１８ １４９ １４５ １５５ １０７ １５６ １４１ １４４ １５３ ２，３４３

板野町 ３１４ ３４ ４１ ４３ ２９ ３４ ２８ ４５ ２９ ３３ ３７ ６６７

上板町 ４１７ ５０ ５２ ５１ ４６ ５２ ５４ ４２ ２７ ３９ ４１ ８７１

つるぎ町 ３３１ ４９ ４２ ４１ ３５ ２６ ３１ ２７ ２１ ２１ １４ ６３８

東みよし町 ４６６ ５１ ５６ ５２ ５１ ５０ ５５ ４６ ４０ ３６ ４１ ９４４

計 １８，７９２ ２，９７５ ２，６９７ ２，６４１ ２，５５３ ２，３９８ ２，０５９ ２，３０２ １，９３１ １，８１４ １，８７９ ４２，０４１

②　浄化槽市町村整備推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：基）

市町村名 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 計
三好市 １０ ３４ ６９ ６３ ８０ ５３ ６１ ６０ ５７ ３３ ２５ ５４５

⑦コミュニティ・プラントの現状
　コミュニティ・プラントは、地方公共団体が設置す 

るし尿処理施設の一種で、散在性集落又は既成市
街地から離れて建設される団地などに適しています。
　本県におけるコミュニティ・プラントの設置場所は、
表３－２－１４のとおりで、昭和４５年度に県が設置し
た阿南市羽ノ浦町春日野団地をはじめ、鳴門市矢
倉団地、北島町グリーンタウン、勝浦町玉ノ木・五十
田団地、阿南市那賀川町パストラルゆたか野団地、
阿南市伊島及び松茂町の松茂ニュータウンの７施

設があります。
　平成２５年度末のコミュニティ・プラントの普及率
は、全国平均の０．２％に対し、本県は１．０％となって
います。
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（５）産業排水対策の推進
①工場・事業場の規制
（ア）平成２５年度における届出等
　瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設
の設置等の許可及び水質汚濁防止法並びに徳島
県生活環境保全条例に基づく届出の状況は、法関
係を中心に３０９件ありました。
　なお、徳島市は同市に所在する特定施設につい
て、昭和６２年度から水質汚濁防止法および徳島県
生活環境保全条例に基づく届出の受理並びに平成
２１年度から瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく
許可を行っています。

表３－２－１６
平成２５年度における特定施設の許可・届出等の状況

徳島市 徳島県 計
水 質 汚 濁 防 止 法 　４５ １６６ ２１１
徳島県生活環境保全
条 例 　　３ 　３

瀬戸内海環境保全
特 別 措 置 法 　２０ 　７５ ９５

計 　６５ ２４４ ３０９

（イ）水質汚濁防止法等に基づく特定事業場（特
定施設を設置する工場又は事業場）の数
　県下の特定事業場は、４，４０６で、そのうち国
が全国一律に適用される基準として設定した一
律排水基準のうち生活環境項目が適用される事
業場数（平均排水量５０ｍ３／日以上）は、瀬戸内
海環境保全特別措置法適用事業場が２０７、水
質汚濁防止法適用事業場が１７５の計３８２事業
場です。
　業種別では旅館８８４（２０．１％）が最も多く、次い
で豚房・牛房８２２（１８．７％）、洗濯業３２８（７．４％）

で、これらの業種で全体の４６．２％を占めています。

表３－２－１７　特定事業場数

徳島市 徳島県 計

水 質 汚 濁 防 止 法 　７２４ ３，４５７ ４，１８１

平 均 排 水 量
５０ｍ３／日以上 　６７ 　１０８ 　１７５

平 均 排 水 量
５０ｍ３／日未満 ６５７ ３，３４９ ４，００６

瀬戸内海環境保全
特 別 措 置 法 　５４ 　１７１ 　２２５

平 均 排 水 量
５０ｍ３／日以上 　４９ 　１５８ 　２０７

平 均 排 水 量
５０ｍ３／日未満 　　５ 　　１３ 　　１８

計 　７７８ ３，６２８ ４，４０６

（ウ）条例に基づく汚水等排出事業場数
　徳島県生活環境保全条例に基づく汚水等排出施
設は、水質汚濁防止法を補完するため定められてお
り、その事業場数は２６２です。

　表３－２－１８　汚水等排出事業場数

徳島市 徳島県 計

徳 島 県 生 活
環 境 保 全 条 例 　３９ ２２３ ２６２

②特定事業場等の監視・指導
　平成２５年度においては、県及び徳島市において
特定事業場等延べ３７２事業場に対し立入調査を実
施し、うち延べ３５９事業場について排出水の調査を
行いました。
　一般項目については、水素イオン濃度（ｐＨ）、生物
化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（Ｃ
ＯＤ）等の３４８検体、有害物質については、カドミウ
ム等の１，１１３検体、特殊項目については、１０５検体
の測定を行った結果、１３検体に違反がみられました。
これらの結果等に基づき１３件の行政措置を行い、
排水処理施設の改善、管理の徹底等を図らせまし
た。
　排水基準違反の原因については、排水処理施設
の維持管理の不備等によるものが目立ちました。今
後も、維持管理の適切な実施について指導し管理
の徹底を図らせるとともに違反を未然に防ぐ指導を
行っていきます。
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表３－２－１５　コミュニティ・プラントの設置状況

管理者 設置場所 使用開始
年　　度

処理規
模

阿 南 市 春日野団地 Ｓ４６ （人分）
５，０００

鳴 門 市 矢倉団地 Ｓ５０ １，１００

北 島 町 グリーンタウン Ｓ５０ ３，５００

勝 浦 町 玉ノ木・五十田団地 Ｓ５８ 　１５８

松 茂 町 松茂ニュータウン Ｈ３ １，４５０

阿 南 市 パストラルゆたか野団地 Ｈ９ 　６８８

阿 南 市 伊　　島 Ｈ１２ 　２４８



　表３－２－１９　排出水の調査状況　

徳島市 徳島県 計
立 入 事 業 場 数 １２０ ２５２ ３７２
違 反 事 業 場 数 　　１ 　１２ １３
違 反 率 ０．８％ ４．８％ ３．５％
行 政 措 置 　　１ 　１２ １３
改 善 命 令 　 ３ ３ 
勧 告 等 　　１ 　 ９ １０

改 善 指 導

③瀬戸内海における水質総量規制
　本県の阿南市蒲生田岬から北の海域は、瀬戸内
海環境保全特別措置法が適用されており、同法及
び水質汚濁防止法に基づき瀬戸内海の環境を保全
するため水質総量規制、富栄養化対策等の諸施策
を推進しています。
　県においては、昭和５５年の第１次以降、第４次に
わたり「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」を
策定し、これに基づき、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）の
汚濁負荷量の削減を推進してきました。また、平成１
３年の第５次からは、窒素含有量（Ｔ-Ｎ）及びりん含
有量（Ｔ-Ｐ）も汚濁負荷量の削減対象となりました。
　この結果、本県の海域における環境基準は概ね
維持達成されていることから、化学的酸素要求量（
ＣＯＤ）に関しては現在の水質が悪化しないよう、窒
素及びりんについては現在の良好な水質を維持す
るよう、従来の工場・事業場の排水対策等、各種施
策等を継続して実施していくこととした第６次「化学
的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る
総量削減計画」を平成１９年度に策定しました。現在
は、第６次を引き継ぎ第７次の総量削減計画を平成
２３年度に策定し、この計画に従い、より総合的な水
質総量規制の推進を継続しています。
　
（ア）下水道等の整備
　下水道、農業等集落排水施設、浄化槽、コミュニ
ティ・プラントの各汚水処理施設の総合的な整備の
推進を図っています。
　
（イ）総量規制基準の設定
　指定地域内事業場の汚濁負荷量の削減のため、
第１次の総量規制基準を昭和５５年５月に、第２次を
昭和６２年５月に、第３次を平成３年５月に、第４次を
平成８年７月に、第５次を平成１４年７月に、第６次を
平成１９年６月に設定し、規制を行いました。現在は、
第７次の総量規制基準を設定し、平成２４年２月に
県報に告示を行い、新・増設事業場については、平

成２４年５月１日から、既設事業場については平成２
６年４月１日からそれぞれ適用しています。
　
（ウ）小規模事業場等排水対策
　平成８年度に策定した「徳島県小規模事業場等
排水対策指導指針」により、小規模事業場排水、畜
産排水等の小規模の汚濁発生源からの排出水につ
いて、適切な対策の指導等により汚濁負荷量の削
減を図っています。
　また、小規模・未規制事業場の排水実態調査とし
て、食料品製造業等の２２事業場で調査を行いま 

した。

（６）都市近郊を流れる河川の水質浄化対策
①新町川等河川浄化事業
（ア）汚泥の浚渫
新町川等の汚泥の浚渫は、昭和４６年から実施し
ており、平成１９年度までに４１４，５１０ｍ３の浚渫を
実施しました。また、護岸際の浚渫に伴う対策工と
して、景観修景及び魚類の生息環境に配慮した
構造の河床工を同時に施工しております。

表３－２－２０　汚泥の浚渫量　　　（単位：ｍ３）
河川名 平成１９年度まで
新町川 ２１４，８８０　

助任川 １０１，６４０　

大岡川 １９，０６０　

住吉島川 ４８，３４０　

田宮川 ３０，５９０　

合計 ４１４，５１０　

新町川の修景護岸
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（イ）浄化用水導入
　建設省（現国土交通省）直轄事業により新町
川浄化ポンプが、昭和５４年度から稼働していま
す。また、平成２年度からポンプの増設工事に着
手し、平成６年度には毎秒６ｍ３の増設が完了し、
合計毎秒１０ｍ３のポンプが設置されています。
　この施設は、ポンプ及び潮の干満を利用するこ
とにより、吉野川のきれいな水を新町川及び助任
川に導入しています。

②正法寺川河川浄化事業
　正法寺川は、板野郡藍住町から徳島市応神町
を流下後吉野川に流入する河川でありますが、水
質が悪いため、河川浄化事業を実施しています。
平成５年度から、浄化用水ポンプにより旧吉野川
から毎秒０．２ｍ３のきれいな水を準用河川の本村
川を通して正法寺川に導水するとともに、平成９
年度から汚泥の浚渫を行っており、平成２５年度
までに４４，０６０ｍ３の浚渫を実施しています。

浄化用水ポンプ

正法寺川の浚渫状況

（７）水質監視・観測体制の充実
①水質の常時監視等の実施
（ア）公共用水域
　公共用水域の水質を保全するため、主要な１８河
川及び９海域について環境基準の類型指定を行っ

ており、平成２５年度は公共用水域の水質測定計画
に基づき、環境基準点を中心に３８河川と９海域で
水質、７河川と１海域で底質をそれぞれ測定しました。

　表３－２－２１　
　平成２５年度公共用水域測定地点数

河川数等

（）内は
類型指定
水域数

環境基準
測定点

補助
測定点

水
質

河川 ３８（２６） ２６ ５１

海域 ９（１１） ２５ ６

計 ４７（３７） ５１ ５７

底　　質 ８ １０ １

代表的な水質指標の生物化学的酸素要求量（ＢＯ
Ｄ）又は化学的酸素要求量（ＣＯＤ）による類型指定
水域の環境基準達成状況は、河川の２６水域におい
て２６水域（１００％）、海域の１１水域において１１水域
（１００％）が達成となっています。
　また、全窒素及び全りんは、類型指定している海
域の４水域全てにおいて環境基準を達成していまし
た。

表３－２－２２　全窒素・全りんの達成状況　

環境基準類型
あてはめ
水　域　名

類型 環境基準
地点数

達
成
状
況

水域の平均値

全
窒
素

全
り
ん

小松島港 Ⅲ １ ○ ０．２４ ０．０３６

県北沿岸海域 Ⅱ ３ ○ ０．１５ ０．０２６

紀伊水道海域 Ⅱ ３ ○ ０．１５ ０．０２１

橘港 Ⅱ ２ ○ ０．１５ ０．０２３

　健康項目の２７項目については、１，４８６検体の測
定を行った結果、全ての地点、全ての項目において
環境基準を達成していました。

河川水質調査
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　また、県内の主要な河川及び海域において底質
を測定した結果、総水銀及びＰＣＢについて現在定
められている暫定除去基準を超える値は測定され
ず、全般的に有害物質による汚染はみられませんで
した。
　
（イ）地下水
　地下水についても平成元年度から水質の汚濁の
防止を図ることを目的として、水質の監視測定を実
施しています。平成２５年度は地下水の水質測定計
画に基づき、県下の５１井戸の地下水について、トリ
クロロエチレン、テトラクロロエチレン等の地下水の
環境基準項目についての水質調査を実施しました。
　その結果、全ての地点及び項目について、環境基
準を達成していました。

表３－２－２３　
地下水の所在市町村数、測定地点数及び検体数

区分 市町
村数

地点
数

検体数

環境基
準項目

その他
項目

概況調査
（定点方式） ７ ２１ ４１４ ５８

概況調査
（ローリング
方式）

２１ ２３ ３９６ １１２

継続監視
調査 ４ ７ ２０ ０

計 ３２
（２３） ５１ ８３０ １７０

※（　）内は重複を除いた市町村数

②瀬戸内海での広域的な水質環境調査
　瀬戸内海の水質の実態を統一的な手法で調査す
ることにより、総合的な水質汚濁防止対策の効果を
把握し、また、水質汚濁機構の検討に必要な基礎資
料を得ることを目的として、本県を含む瀬戸内海沿
岸１１府県が環境省の委託を受け、昭和４７年度から
広域総合水質調査を実施しています。
　平成２４年度には、７月と１月に播磨灘２地点、紀
伊水道４地点で調査を実施しました。近年の調査結
果は、表のとおりです。

表３－２－２４
広域総合水質調査結果（数値は年間平均値）

年度
海域　　　　項目

２２ ２３ ２４

播磨灘
（２地点）

ＣＯＤ （ｍｇ／Ｌ） １．３ １．６ １．４

全窒素 （ｍｇ／Ｌ） ０．２２ ０．１９ ０．１６

全りん （ｍｇ／Ｌ） ０．０２６ ０．０２６ ０．０２５

紀伊水道
（４地点）

ＣＯＤ （ｍｇ／Ｌ） １．３ １．４ １．４

全窒素 （ｍｇ／Ｌ） ０．２１ ０．１７ ０．１６

全りん （ｍｇ／Ｌ） ０．０２４ ０．０２６ ０．０２２

③新環境基準項目に係る監視体制の整備
　水生生物の保全に係る生活環境項目として、平
成２４年にノニルフェノールが、平成２５年に直鎖ア
ルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が追加されま
した。
　本県では、平成２５年度にノニルフェノールについ
ては主な環境基準点で、直鎖アルキルベンゼンスル
ホン酸及びその塩については１地点で測定し、全て
の地点で環境基準に定められた値未満の結果とな
りました。

④水環境の総合的評価の推進
（ア）水生生物調査
　川の中には様々な生物が住んでおり、特に川底の
生物は過去からの長い時間の水質の状況を反映し
ています。このような水生生物を指標として河川の
水水質の状況を総合的に評価し、また環境問題へ
の関心を高めるため、環境省と国土交通省では、一
般市民等の参加を得て全国水生生物調査を実施し
ています。　　　　　　　　　　　　
　平成２５年度は、県内では小・中学校など２４団体
５４４人が参加しました。４２地点で調査が行われ、そ
のうち「きれいな水」と判定されたのは３８地点、「や
やきれいな水」と判定されたのは２地点、「きたない
水」と判定されたのは２地点でした。

　　　表３－２－２５
　　　平成２５年度水生生物調査実施状況

川の水の汚れの階級 地点数

Ⅰ　きれいな水 ３８

Ⅱ　ややきれいな水 ２

Ⅲ　きたない水 ２

Ⅳ　とても汚い水 ０

合計 ４２
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（イ）海水浴場の水質調査
　海水浴場の水質調査は、県民の憩いの場である
海水浴場の水質等の現状を把握し、その結果を公
表して県民の利用に資することを目的とし、毎年県
下の海水浴場の水質調査を実施しています。
　平成２５年度も開設前（５月採水）と開設中（７、８
月採水）に調査を実施した結果、ほとんどの海水浴
場で適判定となりました。

表３－２－２６　平成２５年度の調査結果

海水浴場名 開設前判定 開設中判定

月見ヶ丘 水質ＡＡ（適） 水質Ａ（適）

淡島 水質Ａ（適） 水質Ａ（適）

北の脇 水質ＡＡ（適） 水質ＡＡ（適）
田井ノ浜 水質ＡＡ（適） 水質ＡＡ（適）

大砂 水質ＡＡ（適） 水質ＡＡ（適）

小松 水質ＡＡ（適） 水質Ｂ（可）

３　今後の取組み
（１）森林の有する水資源保全機能の維持・増進
　引き続き水源かん養保安林の指定拡充や水源森
林再生対策事業など治山事業の推進による水源か
ん養機能の強化を推進するとともに、国土利用計画
法及び徳島県豊かな森林を守る条例に基づき土地
売買時等における林地の利用目的等を適切に把握
し、必要な助言等を行うほか、私有林の公有林化や
公的管理、協働管理などを推進し、森林の有する水
資源及び県土保全機能の維持・増進を図ります。

（２）水資源の有効利用・高度利用の促進
　工場・事業場等における工業用水の循環利用や
農業用水の効率的利用を促進するほか、公共施設
における雨水利用設備や処理水の中水利用設備、
節水機器などの導入を推進します。

（３）上水道の整備及び適切な維持・管理の促進
　水道整備基本構想に基づき水資源の安定確保と
供給を図るとともに、水道水質基準に対応されるよ
う、県認可水道事業者等に対する指導、助言を行い
ます。

（４）生活排水対策の推進
　徳島県汚水処理構想に基づく流域下水道を始め
とする公共下水道等の計画的な整備促進や合併浄

化槽等の普及促進と併せて、未処理のまま家庭から
排出される生活排水の対策が必要であることから、
県民に生活排水対策の大切さを認識してもらい、各
家庭で実践してもらうための啓発を推進します。

①徳島県汚水処理構想
　汚水処理施設を効率的かつ計画的に整備するた
めの指針となる「とくしま汚水処理構想２０１１～き 

れいな水環境の実現～」を平成２４年３月に策定し、
地域特性に応じて、下水道、集落排水施設、合併処
理浄化槽等の各汚水処理施設について事業促進に
努め、きれいな水環境の実現を目指します。

②流域下水道の推進
　県が事業主体となる旧吉野川流域下水道事業及
び徳島市、鳴門市、松茂町、北島町、藍住町、板野町
の２市４町が事業主体となる流域関連公共下水道
事業の事業促進が図られるよう、県と関係市町が連
携して取り組んでいます。

③市町村に対する汚水処理に関する補助制度の活用

　公共下水道整備促進事業費補助金、農業（漁業）
集落排水事業費補助金、浄化槽設置整備事業費補
助金、浄化槽市町村整備推進事業費補助金等の補
助制度を活用し、市町村に対する財政的な支援を行
います。

④汚水処理施設の普及啓発活動の実施
　下水道・農業集落排水施設等・浄化槽の各汚水
処理施設整備事業に対する県民意識の高揚を目的
とした啓豪・普及活動を実施します。その一環として
啓発イベント等の開催、パンフレットの作成等を行い
ます。
　
⑤生活排水対策実践活動・普及啓発活動等の実施
　生活系の負荷量をより一層削減するために、生活
排水を身近な環境問題として意識づけることを目的
とした普及・啓発及び各種活動を実施します。

（５）産業排水対策の推進
　工場・事業場など発生源の規制・指導の強化とし
て、排水基準が適用される特定事業場について、そ
の順守状況の把握を継続して実施するとともに、小
規模・未規制事業場に対する指導を強化します。
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（６）都市近郊河川の水質浄化対策の推進
　引き続き、新町川において浄化ポンプを稼働させ
るとともに、正法寺川においては汚泥の浚渫、旧吉
野川からの導水を実施し、当該河川の浄化を図りま
す。

（７）水質の常時監視
　水質の状況を常時監視することは、環境基準の達
成状況の把握、水質汚濁防止対策の確立等のため
に不可欠であることから、平成１０年４月に類型指定
した本県の瀬戸内海海域の窒素、りんを含め河川
や海域及び地下水の常時監視を継続します。また、
国により、今後新たに環境基準項目が設定された場
合は、速やかに監視測定体制を整備し、県内の水環
境の状況を把握できるよう対応します。

（８）瀬戸内海の水質汚濁防止対策の推進
「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量
に係る水質総量削減計画」及び「瀬戸内海の環境
の保全に関する徳島県計画」に基づき、引き続き、水
質汚濁の防止及び自然景観の保全に努めていきま
す。
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